
目
　
　
　
次

告
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林
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指
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解
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予
定
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…
…
…
…
…
…
…
…
四
四
三

公
　
　
　
告

○
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
四
四
三

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
四
四

○
換
地
処
分
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
四
四

○
換
地
処
分
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
四
四

公
安
委
員
会

○
遊
技
機
の
型
式
の
検
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
四
五

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
十
四
年
八
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

大
月
市
賑
岡
町
岩
殿
字
夏
地
二
二
四
の
二
・
二
二
五
の
二
・
二
二
五
の
三
、
字
中
丸
四
三
八
の

二
・
四
三
九
の
二
・
四
四
〇
の
二
・
四
四
一
の
二
・
四
六
四
の
二
・
四
六
四
の
三
、
強
瀬
字
畑
倉
一

九
七
六
の
二
（
以
上
一
〇
筆
国
有
林
）、
岩
殿
字
夏
地
二
〇
二
、
二
〇
三
の
二
、
二
〇
七
、
二
〇
八
、

二
一
五
の
一
、
二
一
五
の
二
、
二
二
三
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
字
中
丸
四
三
八

の
一
、
四
三
九
の
一
、
四
四
〇
の
一
、
四
四
一
の
一
、
四
六
四
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、

強
瀬
字
山
下
一
七
七
九
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
字
畑
倉
一
九
七
五
の
一
（
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。）

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
庁
及
び
大
月
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。）

公
　
　
　
告

�

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
四
年
八
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

南
都
留
郡
山
中
湖
村
平
野
字
中
ノ
侭
三
七
六
二
の
一
、
三
七
六
三
の
一
、
三
七
六
四
の
一
、
三
七

六
八
の
三
、
三
七
八
八
の
一
、
三
七
八
八
の
二
、
三
七
八
九
、
三
七
九
〇
及
び
三
七
九
七

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類

位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域

道
　
　
路

次
の
図
の
と
お
り

公
　
　
園

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
富
士
北
麓
・
東
部
地
域
振
興
局
都
留

建
設
部
及
び
山
中
湖
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
目
黒
区
青
葉
台
一
丁
目
四
番
五
号
　
株
式
会
社
ア
ー
ル
シ
ー
コ
ア
　
代
表
取
締
役
　
二
木

浩
三

�

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
四
年
八
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

山
梨
市
大
野
字
天
神
前
六
三
の
一
、
六
三
の
二
、
六
五
の
一
、
六
五
の
二
、
六
七
、
七
五
の
一
、

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
十
三
号
　
　
平
成
十
四
年
八
月
十
五
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

四
四
三

山
梨
県
公
報
平
成
十
四
年

八
月
十
五
日

第
千
三
百
十
三
号

木　曜　日



七
七
、
七
八
の
一
、
七
八
の
二
及
び
七
九
の
一

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類

位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域

水
　
　
路

次
の
図
の
と
お
り

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
峡
東
地
域
振
興
局
塩
山
建
設
部
及
び
　

山
梨
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

山
梨
市
大
野
七
十
九
番
地
一
　
雨
宮
清

�

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条

第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
釜
無
川
右
岸
土
地
改
良
区
連
合
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任

し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
四
年
八
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
退
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

退
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

清
水
　
勝
則

中
巨
摩
郡
若
草
町
下
今
井
六
六
〇
番
地

平
成
十
四
年
六
月
六
日

監
　
事

藤
森
　
二
郎

同
　
　
　
櫛
形
町
桃
園
一
〇
五
七
番
地

平
成
十
四
年
五
月
十
二
日

二
号

二
　
就
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

就
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

齊
藤
　
　
正

中
巨
摩
郡
若
草
町
鏡
中
条
五
七
八
番
地

平
成
十
四
年
六
月
七
日

二
号

監
　
事

五
味
　
●
孝

同
　
　
　
櫛
形
町
吉
田
二
九
番
地

平
成
十
四
年
七
月
十
日

�

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
田
富

町
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
四
年
八
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
退
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

退
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

竹
野
　
金
造

中
巨
摩
郡
田
富
町
山
之
神
六
四
二
番
地

平
成
十
四
年
六
月
二
十
日

二
　
就
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

就
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

山
口
　
敦
司

中
巨
摩
郡
田
富
町
西
花
輪
十
二
番
地

平
成
十
四
年
七
月
九
日

�

換
地
処
分
の
届
出

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
長
坂
町
長
か
ら
換
地
処
分
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
八
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
地
区
名

長
坂
町
塚
川
地
区

二
　
換
地
処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
四
年
七
月
二
十
九
日

三
　
換
地
処
分
を
し
た
土
地
の
権
利
者
数

百
二
十
五
人

�

換
地
処
分
の
実
施

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
八
ヶ
岳
西
部
地
区
原
町
工
区
）
の
換
地
処
分
を
平
成
十
四
年
七
月

二
十
九
日
実
施
し
た
。

平
成
十
四
年
八
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
十
三
号
　
　
平
成
十
四
年
八
月
十
五
日

四
四
四



公
安
委
員
会

�

遊
技
機
の
型
式
の
検
定

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
申
請
の
あ
っ
た
遊
技
機
に
つ
い
て
検
定
を
行
っ
た
結
果
、
次
の
遊

技
機
を
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

四
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
検
定
の
有
効
期
間
は
、
平
成
十
七
年
八
月
十
四
日
ま
で
と
す
る
。

平
成
十
四
年
八
月
十
五
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
古
　
　
屋
　
　
忠
　
　
彦

型
　
　
式
　
　
の
　
　
概
　
　
要

申
請
者
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

遊
技
機
の
種
類

型
式
名

製
造
又

検
定
番
号

及
び
区
分

は
輸
入

業
者
名

豊
丸
産
業
株
式
会
社
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ロ
ッ

豊
丸
産
業

二
〇
〇
三
八
五

役
　
永
野
裕
豊

機

キ
ン
セ
ブ

株
式
会
社

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
長
戸
井

規
則
第
六
条
第

ン
２
０
０

町
三
丁
目
一
二
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

豊
丸
産
業
株
式
会
社
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ロ
ッ

豊
丸
産
業

二
〇
〇
三
六
九

役
　
永
野
裕
豊

機

キ
ン
セ
ブ

株
式
会
社

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
長
戸
井

規
則
第
六
条
第

ン
３
０
０

町
三
丁
目
一
二
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

サ
ミ
ー
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

エ
イ
リ
ヤ

サ
ミ
ー
株

二
四
〇
三
五
一

里
見
治

規
則
第
六
条
第

ン
マ
ニ
ア

式
会
社

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
二
丁
目
二

二
号
（
別
表
第

ッ
ク
ス

三
番
二
号

五
）

株
式
会
社
バ
ル
テ
ッ
ク
　
代
表
取

回
胴
式
遊
技
機

ア
リ
マ
ル

株
式
会
社

二
四
〇
三
〇
二

締
役
　
中
野
純
弘

規
則
第
六
条
第

バ
ル
テ
ッ

大
阪
府
大
阪
市
北
区
本
庄
東
一
丁

二
号
（
別
表
第

ク

目
一
番
一
〇
号

五
）

株
式
会
社
第
一
藤
工
業
　
代
表
取

回
胴
式
遊
技
機

マ
デ
ン

株
式
会
社

二
四
〇
〇
三
四

締
役
　
松
元
邦
夫

規
則
第
六
条
第

第
一
藤
工

愛
知
県
一
宮
市
丹
陽
町
三
ツ
井
字

二
号
（
別
表
第

業

下
平
六
番
地

五
）

岡
崎
産
業
株
式
会
社
　
代
表
取
締

回
胴
式
遊
技
機

ト
ラ
ッ
ド

岡
崎
産
業

二
四
〇
三
五
三

役
　
岡
崎
安
弘

規
則
第
六
条
第

Ａ

株
式
会
社

三
重
県
松
阪
市
中
万
町
鐘
突
二
一

二
号
（
別
表
第

八
五
番
地
の
二

五
）

岡
崎
産
業
株
式
会
社
　
代
表
取
締

回
胴
式
遊
技
機

ト
ラ
ッ
ド

岡
崎
産
業

二
四
〇
三
五
五

役
　
岡
崎
安
弘

規
則
第
六
条
第

Ａ
│
３
０

株
式
会
社

三
重
県
松
阪
市
中
万
町
鐘
突
二
一

二
号
（
別
表
第

八
五
番
地
の
二

五
）

株
式
会
社
ダ
イ
ド
ー
　
代
表
取
締

回
胴
式
遊
技
機

ヘ
ン
ナ
オ

株
式
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